
上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省
略しております。

第19回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

●　事業報告
「主要な事業内容」
「主要な事業所」
「従業員の状況」
「主要な借入先の状況」
「新株予約権等の状況」
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

●　連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

●　計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第19期
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス



事 業 区 分 事 業 内 容
キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済
サ ー ビ ス 事 業

・電子決済サービスの開発及び提供
・情報プロセシングの開発及び提供

事　業　報　告

主要な事業内容（2026年３月31日現在）

事 業 所 所 在 地

本 社 東京都中央区

関 西 オ フ ィ ス 大阪府大阪市淀川区

新 潟 オ フ ィ ス 新潟県新潟市中央区

子 会 社 名 所 在 地

ウェブスペース株式会社 本社（東京都千代田区）、八王子センター（東京都八王子市）

株式会社フォー・ジェイ 本社（東京都新宿区）

主要な事業所（2026年３月31日現在）

① 当社

② 子会社

事 業 区 分 従 業 員 数 前事業年度末比増減

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 サ ー ビ ス 事 業 491（89）名 119名増

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
296（62）名 7名増（3名減） 41.4歳 5年5か月

従業員の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業員数であり、パート等の臨時従業員は（　）内に年間の平均人数を外数で記載
しております。

２．従業員数が前事業年度末と比べて119名増加しましたのは、2025年９月30日付で株式会社
フォー・ジェイを連結子会社化したためであります。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート等の臨時従業員は（　）内に年間の平均人数を外数で記載して
おります。

借 入 先 借 入 額
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,835百万円
株式会社りそな銀行 1,766百万円
株式会社みずほ銀行 1,700百万円
株式会社三井住友銀行 849百万円

主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
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決議年月日 2023年６月28日

役員の保有状況 ※ 取締役（監査等委員・社外役員を除く。）4名
新株予約権の数 ※ 375個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ※ 普通株式　37,500株　（注)１
新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1,472円　（注)２
新株予約権の行使期間 2025年６月29日から2033年６月28日まで（注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格　　2,220円
資本組入額　1,110円

新株予約権の行使の条件 (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の決議による承認を要するものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
　　　　　１
――――――――――
　分割・併合の比率

調整後行使価額  ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

―――――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数＋新規発行株式数

新株予約権等の状況
１．当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権

の状況
第５回新株予約権（無償ストック・オプション）

※当事業年度の末日（2026年３月31日）における内容を記載しております。
(注)１．当社が株式分割（株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう
ち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ
れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を
行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株
式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

(注)２．当社が株式分割（株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式により
行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる。

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合（新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額
を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株
式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとす
る。さらに、上記のほか、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分
割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合
には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

(注)３．権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日と
する。

(注)４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時にお

いても、当社又は当社子会社の取締役の地位であることを要する。ただし、任期満了に
よる退任、その他正当な理由があると当社取締役会が認める場合は、この限りでない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないもの
とする。

－ 2 －



２．当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

３．その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記録さ
れた文書及び電磁的記録については、文書管理規程、個人情報保護基本規程等の社内規程に従
い、適切に保存及び管理しています。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を制定、周知及び徹底し、法令遵守及びリスク管理についての徹底

及び指導を行います。その上で、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、役職員等
は組織横断的なリスクの状況把握及び監視を行い、取締役社長に対してリスク管理に関する事
項を報告しています。また、不測の事態が発生した場合には、取締役社長に対して損失の危険
の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行うとともに、経営危機
管理規程に基づき取締役社長を中心とする対策本部を設置し、迅速に対処します。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)．各種社内会議体制の整備

取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかか
つ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務執行を監督し
ます。また、月に２回以上開催される経営会議にて取締役会上程案件及び取締役社長決裁案
件等の協議等を行っています。

(b)．職務権限及び責任の明確化
職務権限規程及び稟議規程に基づき、適切に業務を分掌させたうえで、権限の委譲を行

い、付与された権限に基づき、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築していま
す。

④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業行動指針、役職員行動規範、コンプライアンス関連規程等の各種規程の制定及び周知徹

底を行います。当社は、審議及び諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプラ
イアンス基本規程を制定し、運用をすることで、コンプライアンス体制の整備並びに問題点の
把握及び改善を図ります。コンプライアンス委員会の審議結果を踏まえてコンプライアンスを
管掌する部門は、再発防止策の展開等、コンプライアンス推進活動を行います。また、その上
で内部監査室は監査等委員会と連携し、使用人の職務執行に関する状況把握及び監査を定期的
に行い、取締役社長に報告し、必要に応じてコンプライアンスを管掌する部門が人事を管掌す
る部門と連携して社内教育、研修を実施します。また、監査等委員会は取締役の業務執行のモ
ニタリングを行い、状況把握及び監査を定期的に行います。

⑤ 子会社における業務の適正を確保するための体制
子会社における業務の適正を確保するため、当社の子会社においても第１項より第４項に定

める体制を構築しています。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、内部監査室所属の使用人に、当社及び子会社における監査業務に必要な補

助を依頼することができます。
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⑦ 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の
指示の実効性の確保に関する事項
前項の使用人の人事異動につき、監査等委員会の意見を尊重して行います。監査等委員会よ

り要請のある場合、前項の使用人は監査等委員会の指揮及び監督のもと、監査等委員会の指示
業務を優先して行うものとします。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、以下の重要事項を報告するものとします。また、取締役及び使用人

は、監査等委員会から報告を求められた場合には速やかに対応するものとします。
(ａ) 当社の重要な機関決定事項
(ｂ) 当社の経営状況のうち重要な事項
(ｃ) 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(ｄ) 当社における内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
(ｅ) 当社における重大な法令及び定款違反
(ｆ) その他、当社に関する重要事項

⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当社は、監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱

いを行うことを禁止します。

⑩ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2に基づ

く費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会と取締役社長、主要部室長との連絡会を定期的に開催し、監査が実効

的に行われるための連携を保つよう努めております。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法等に規定される財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統

制の体制整備、運用及び評価を継続的に行うことで、発生した不備に対して必要な是正措置を
講じます。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、役職員等行動規

範及び反社会的勢力対策規程を制定、周知及び徹底します。その中で法令遵守はもとより、
「社会的良識をもって行動する」旨だけでなく、「反社会的勢力・団体に対しては毅然とした
態度で対応し、不当な要求には応じない」旨を定めています。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記録さ
れた文書及び電磁的記録については、社内規程に従い、適切に保存及び管理しております。

②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、組織横断的なリスクの状況把握及び監視
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を行い、取締役社長に対してリスク管理に関する事項を報告しております。

③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ

柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務執行を監督してお
ります。また、組織規程及び職務権限規程に基づき、適切に業務を分掌させた上で、権限の委
譲を行い、付与された権限に基づき、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築し、
運用しております。

④　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業行動指針、従業員行動規範、コンプライアンス関連規程等の各種規程の制定及び周知徹

底を行っております。その上で、内部監査室は監査等委員会と連携し、使用人の職務執行に関
する状況把握及び監査を定期的に行っております。また、監査等委員会は取締役の職務執行の
モニタリングを行い状況把握及び監査を定期的に行っております。

⑤　財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する基本方針を定め、財務

報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、財務報告に係るプロセスに
おける内部統制の有効性評価を行っております。
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(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 6,165,100 3,319,827 575,434 － 10,060,362

当 期 変 動 額
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ） △60,522 △60,522

新 株 予 約 権 の 行 使 1,242 1,242 2,485

新 株 予 約 権 の 発 行 －

自 己 株 式 の 取 得 △3,499,980 △3,499,980

自 己 株 式 の 処 分 △1,627 14,898 13,271

自 己 新 株 予 約 権 の 消 却 －

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 1,242 △384 △60,522 △3,485,081 △3,544,746

当 期 末 残 高 6,166,343 3,319,442 514,911 △3,485,081 6,515,616

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 65,677 10,126,040

当 期 変 動 額
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ） △60,522

新 株 予 約 権 の 行 使 2,485

新 株 予 約 権 の 発 行 6,528 6,528

自 己 株 式 の 取 得 △3,499,980

自 己 株 式 の 処 分 13,271

自 己 新 株 予 約 権 の 消 却 △22,156 △22,156

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 △15,628 △3,560,374

当 期 末 残 高 50,049 6,565,665

連　結　計　算　書　類

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）　連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 ウェブスペース株式会社

株式会社フォー・ジェイ
② 非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称 WSソリューションズ株式会社
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要
な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

（２）　持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社

・持分法を適用した関連会社の数　１社
・持分法を適用した会社の名称　株式会社ジィ・シィ企画

② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
持分法を適用しない非連結子会社の名称

・WSソリューションズ株式会社
持分法を適用しない理由

・持分法を適用しない非連結子会社は、連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

（３）　連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
　当連結会計年度において、新たに株式会社フォー・ジェイの全株式を取得したため、同社を連結の範囲
に含めております。

（４）　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ウェブスペース株式会社及び株式会社フォー・ジェイの決算日は12月31日であり

ます。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要
な取引については連結上必要な調整を行っております。

（５）　会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
・子会社株式及び関連会社株式・・・・移動平均法による原価法

棚卸資産
・商品
主に移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法
を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・建物附属設備　６年～18年
・器具及び備品　３年～15年

無形固定資産（リース資産を除く）
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定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

・自社利用のソフトウエア　社内における利用可能期間（５年以内）に基づいております。
・顧客関連資産（契約資産）　　８年

リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属す
る部分を計上しております。

役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

製品保証引当金
納入した一部商品の不具合に伴い、今後発生する製品保証に係る費用の見込額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上
・決済端末販売
主に決済端末商品の仕入販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っており
ます。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足され
る取引であることから、顧客による検収時点で収益を認識しております。また、一部の取引については履
行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

・センター利用料、QR・バーコード精算料及び登録設定料等
主に決済処理センターへの決済端末登録及び決済サービス等の提供であり、顧客とのサービス契約に基づ
いて決済サービス等を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、サービス提供期間にわたり
履行義務を充足する取引であることから、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。な
お、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ん
でおりません。

・開発売上
主に当社の決済処理センターに実装するソフトウエアの開発の請負であり、顧客との開発請負契約に基づ
いてソフトウエアの開発履行義務を負っております。当該履行義務のうち、開発が完了した一時点におい
て履行義務を充足する取引については顧客による検収時点で収益を認識し、決済サービスの提供期間にわ
たり履行義務を充足する取引については履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。ま
た、開発期間にわたり履行義務を充足する一部の取引については、当連結会計年度までに発生した開発原
価が予想される開発原価の合計に占める割合に基づき履行義務の充足に係る進捗度を測定し、収益を認識
しております。
なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後１年以内に受領しており、重要な金融要素は含
んでおりません。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、７年～９年間の定額法により償却を行っております。
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当連結会計年度
有形固定資産 2,097,594
無形固定資産 7,444,775
減損損失 －

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
・退職給付に係る会計処理の方法
当社及び一部の国内子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
・固定資産の減損
事業用資産については事業セグメント単位に基づき、また、提供サービスの中止や廃止等又は開発計画の
中止等の意思決定を行い将来の使用が見込まれていない資産については、遊休資産として個別物件単位で
グルーピングを行い、減損の兆候があるものと判定しております。遊休資産にグルーピングされた将来の
使用が見込まれていないソフトウエア及びソフトウエア仮勘定については、自社サービスの提供を行うた
めの自社利用システムという特有性から、当該グループに関する減損損失の認識及び測定において回収可
能価額を零と見積もっております。

２. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（繰延税金資産の回収可能性の評価）
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（繰延税金負債と相殺前）　24,646千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

a 金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
当社及び連結子会社は、将来減算一時差異及び繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の

見積り及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
繰延税金資産の回収可能性の評価に使用される将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎とし

ております。
事業計画の策定においては、過年度実績、受注見込み及び市場成長率等の市場動向を考慮して売上収益

の成長を見積り、また、当社及び連結子会社の設備投資計画等に基づいて営業費用の増加を見積っており
ます。

b 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
上記の主要な仮定は合理的であると判断しております。ただし、当該見積りは、将来の不確実な経済条

件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異
なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性
があります。

（固定資産の減損）
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(単位：千円）

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
資産のグルーピングは事業セグメントを基礎として、管理会計上の区分に基づき、他の資産グループの
キャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行っており、資産グ
ループの営業損益が継続してマイナスとなっているか、又は継続してマイナスとなる見込みである場合
など、減損の兆候がある場合に、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額
とこれらの帳簿価額とを比較し、減損損失を認識するかどうか判定しております。減損の兆候の有無や
減損損失の認識の判定については慎重な検討を行っておりますが、将来の不確実な状況の変化により、
翌連結会計年度の連結計算書類において、重要な影響を及ぼす可能性があります。
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預り金 10,384,002千円

当座貸越限度額の総額 2,000,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 2,000,000千円

株式の種類 当連結会計年度期
首の株式数

当連結会計年度増
加株式数

当連結会計年度減
少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 36,991,500 5,300 － 36,996,800

株式の種類 当連結会計年度期
首の株式数

当連結会計年度増
加株式数

当連結会計年度減
少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 － 7,352,900 31,300 7,321,600

普通株式 793,600株

（のれん及び顧客関連資産の評価）
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　　　　569,839千円
顧客関連資産　121,739千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれん及び顧客関連資産は、連結子会社の取得に際し発生したものであり、受け入れた資産及び引き受
けた負債に配分された純額と株式の取得価額との差額等をのれんの金額として計上しております。
のれん及び顧客関連資産については、取得時における各社の事業計画の達成状況等に基づき減損の兆候
の有無を検討しております。当連結会計年度末において減損の兆候はないと判断しておりますが、将来
の事業計画は、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生
じた場合には、のれん及び顧客関連資産の減損損失が発生する可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記
（１）　「現金及び預金」の中には、受託案件等に係る顧客からの一時的な預り金が含まれておりますが、こ

れは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり、一時的に当社グループが保管するものでありま
す。なお、これに見合う以下の債務が「預り金」に含まれております。

（２）　当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

（注）発行済株式数の増加は新株予約権の行使によるものであります。

（２）　当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数
（単位：株）

（注）１．自己株式の株式数の増加は、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT‐3）によるものであります。
（注）２．自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものでありま

す。

（３）　剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

該当事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
該当事項はありません。

（４）　当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の
目的となる株式の種類及び数
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連結貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 333,982 319,652 △14,330
長期貸付金 420,063 414,185 △5,878
敷金及び保証金 277,689 269,997 △7,691
長期借入金 6,478,101 6,388,091 △90,009
リース債務 1,081,423 1,051,950 △29,473

5. 金融商品に関する注記
（１）　金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等の金融資産に限定し、資金調達については設備投資
計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入及びリースにより調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金について、顧客の信用リスクに晒されております。貸付金は、当社の関連会社に対
する貸付金であり、貸付先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、持分法適用会社の上場株
式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、敷金及び保証金については、差入先の信用
リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、預り金は、１か月以内の支払期日であり、未払法人税等は、１年以内の支払期日
であります。
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）は、システム投資、設備投資及び運転資金の調達を目
的としております。長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の一部は変動金利であるため金利
の変動リスクに晒されております。
営業債務、借入金は流動性リスクに晒されております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主にシステム投資及び設備投資に係る資金調達を目的と
したものであり、償還日は最長で決算日後３年８か月であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
a 信用リスクの管理

営業債権については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管
理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。貸付金につ
いては、貸付先の財務状況等について定期的にモニタリングを行う体制としております。敷金について
は、差入先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図
っております。

b 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維持
等により、流動性リスクを管理しております。

c 市場リスク（金利変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。長
期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒さ
れておりますが、定期的に市場の金利の状況を把握しております。

（２）　金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであり
ます。

（単位：千円）

（注）１．現金及び預金については、現金は現金であるため、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似することから、注記を省略しております。

２．売掛金、買掛金、未払法人税等及び預り金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、注記を省略しております。

３．長期貸付金は１年内回収予定分を含めて表示しております。また、長期借入金及びリース債務
は、１年以内返済予定分を含めて表示しております。

４．投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価
によるものであります。
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当連結会計年度

非上場株式 10,000千円

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 319,652 － － 319,652
長期貸付金 － 414,185 － 414,185
敷金及び保証金 － 269,997 － 269,997
長期借入金 － 6,388,091 － 6,388,091
リース債務 － 1,051,950 － 1,051,950

５．市場価格のない株式等は投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。

（３）　金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定された時
価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１インプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

長期貸付金
長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャ

ッシュ・フローと国債の利回りなど適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値
法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

敷金及び保証金
これらの時価は、将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現

在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。なお、「時価」には、敷金の回収が
最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）

一時点で移転される
財又はサービス

一定の期間にわたり
移転される

財又はサービス
合計

　センター利用料 - 5,040,955 5,040,955
　決済端末販売売上 1,320,069 55,311 1,375,381
　開発売上 224,607 432,028 656,635
　登録設定料等 - 430,696 430,696
　QR・バーコード精算料 - 3,790,813 3,790,813
　その他 364,980 1,617,616 1,982,507
顧客との契約から生じる収益 1,909,567 11,367,422 13,276,989
その他の収益 - - -
外部顧客への売上高 1,909,567 11,367,422 13,276,989

契約資産
増　加 顧客から対価を受領する前に顧客との契約等における義務を履行

減　少 顧客から対価を受領する又は開発及び役務提供等が完了し顧客に請求

契約負債
増　加 顧客との契約における義務を履行する前に顧客から対価を受領する

減　少 顧客との契約における義務を履行し、収益へ振替

（単位：千円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,554,313 1,687,923
契約資産 12,581 14,533
契約負債 1,767,747 1,838,062

6. 収益認識に関する注記
（１）　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

サービス別に分解した収益の情報は、次のとおりであります。

（注）当社グループは、決済サービス事業の単一セグメントであるため、顧客との契約から生じる収益を
分解した情報について、セグメントに関連付けて記載することはしておりません。

（２）　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
１．（５）（会計方針に関する事項）④　収益及び費用の計上　に記載のとおりであります。

（３）　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 履行義務と充足の時期と通常の支払時期との関連性における契約資産及び契約負債の残高に与える影響

の説明

② 契約資産及び契約負債の残高等

（注）１．契約負債は、履行に先立って受領した対価であります。履行義務が充足された時点で、契約負債
は収益へと振替えられます。

２．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
209,493千円であります。

③ 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予
想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した
取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
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（単位：千円）
当連結会計年度

１年以内 687,142
１年超２年以内 505,899
２年超３年以内 333,983
３年超４年以内 196,163
４年超５年以内 114,871
５年超 0
合計 1,838,062

（１）　１株当たりの純資産額 219円56銭
（２）　１株当たりの当期純損失（△） △1円92銭

7. １株当たり情報に関する注記
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(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

株　主　資　本

新株
予約権

純資産
合計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

そ の 他
利 益 剰
余 金 利益剰余金

合　　　計
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 6,165,100 3,165,100 154,727 3,319,827 681,598 681,598 ー 10,166,526 65,667 10,232,204

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 25,878 25,878 25,878 25,878
新 株 予 約 権 の
行 使 1,242 1,242 1,242 2,485 2,485

新 株 予 約 権 の
発 行 － 6,528 6,528

資本準備金から
その他資本剰余
金 へ の 振 替

△3,165,100 3,165,100 － －

自 己 株 式 の 取 得 △3,499,980 △3,499,980 △3,499,980

自 己 株 式 の 処 分 △1,627 △1,627 14,898 13,271 13,271
自己新株予約権の
消 却 △22,156 △22,156

株主資本以外の
項目の当期変動
額 （ 純 額 ）

－ － －

当期変動額合計 1,242 △3,163,857 3,163,472 △384 25,878 25,878 △3,485,081 △3,458,345 △15,628 △3,473,973

当 期 末 残 高 6,166,343 1,242 3,318,199 3,319,442 707,477 707,477 △3,485,081 6,708,181 50,049 6,758,230

計　算　書　類

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
①　資産の評価基準及び評価方法

・有価証券
子会社株式及び関連会社株式・・・・移動平均法による原価法

棚卸資産
・商品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

②　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を

採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備　６年～18年
器具及び備品　４年～15年

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度の負担に属する部分を計
上しております。

役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金
従業員の退職給付の支給に備えるため、退職給付会計に基づく簡便法により当事業年度の末日における退職
給付債務の見込額に基づき計上しております。

製品保証引当金
納入した一部商品の不具合に伴い、今後発生する製品保証に係る費用の見込額を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準
・決済端末販売

主に決済端末商品の仕入販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っており
ます。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足され
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当事業年度
有形固定資産 2,052,373
無形固定資産 6,503,986
減損損失 －

る取引であることから、顧客による検収時点で収益を認識しております。

・センター利用料、QR・バーコード精算料及び登録設定料等
主に決済処理センターへの決済端末登録及び決済サービス等の提供であり、顧客とのサービス契約に基づ
いて決済サービス等を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、サービス提供期間にわたり
履行義務を充足する取引であることから、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

・開発売上
主に当社の決済処理センターに実装するソフトウエアの開発の請負であり、顧客との開発請負契約に基づ
いてソフトウエアの開発履行義務を負っております。当該履行義務のうち、開発が完了した一時点におい
て履行義務を充足する取引については顧客による検収時点で収益を認識し、決済サービスの提供期間にわ
たり履行義務を充足する取引については履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。ま
た、開発期間にわたり履行義務を充足する一部の取引については、当事業年度までに発生した開発原価が
予想される開発原価の合計に占める割合に基づき履行義務の充足に係る進捗度を測定し、収益を認識して
おります。

なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後１年以内に受領しており、重要な金融要素は含
んでおりません。

⑤　固定資産の減損
事業用資産については事業セグメント単位に基づき、また、提供サービスの中止や廃止等又は開発計画の
中止等の意思決定を行い将来の使用が見込まれていない資産については、遊休資産として個別物件単位で
グルーピングを行い、減損の兆候があるものと判定しております。遊休資産にグルーピングされた将来の
使用が見込まれていないソフトウエア及びソフトウエア仮勘定については、自社サービスの提供を行うた
めの自社利用システムという特有性から、当該グループに関する減損損失の認識及び測定において回収可
能価額を零と見積もっております。

２．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（繰延税金資産の回収可能性の評価）

①　当年度の計算書類に計上した金額　　繰延税金資産　－千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

a 金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
「６．税効果会計に関する注記」に記載のとおり、将来減算一時差異及び繰越欠損金に対して、将来の
収益力に基づく課税所得の見積り及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を
判断しております。
繰延税金資産の回収可能性の評価に使用される将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎とし
ております。
事業計画の策定においては、過年度実績、受注見込み及び市場成長率等の市場動向を考慮して売上収益
の成長を見積り、また、当社の設備投資計画等に基づいて営業費用の増加を見積っております。

b 翌事業年度の計算書類に与える影響
上記の主要な仮定は合理的であると判断しております。ただし、当該見積りは、将来の不確実な経済条
件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと
異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

（固定資産の減損）
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円）
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当座貸越限度額の総額 2,000,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 2,000,000千円

関係会社に対する短期金銭債権 102,202千円
関係会社に対する長期金銭債権 322,383千円
関係会社に対する短期金銭債務 14,515千円

営業取引による取引高
売上高 6,250千円
仕入高 126,040千円
販売費及び一般管理費 20,955千円
営業取引以外の取引高 7,658千円

株式の種類 当事業年度期首の
株式数

当事業年度増加株
式数

当事業年度減少株
式数

当事業年度末の株
式数

普通株式 － 7,352,900 31,300 7,321,600

繰延税金資産
契約負債 141,856千円
繰越欠損金 299,554千円
投資有価証券 54,383千円
賞与引当金 64,015千円
退職給付引当金 53,431千円
減損損失 4,199千円
未払金 15,819千円
未払事業税 9,958千円
その他 110,027千円

繰延税金資産小計 753,246千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「注記事項（重要な会計上の見積り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ております。

３．貸借対照表に関する注記
（１）　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

（２）　関係会社に対する金銭債権・債務

４．損益計算書に関する注記
（１）　関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び総数

（単位：株）

（注）１．自己株式の株式数の増加は、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT‐３）によるものであります。
２．自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものでありま

す。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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評価性引当額 △753,246千円
繰延税金資産合計 －千円

種 類 会 社 等 の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容

（ 注 ）
取 引 金 額
（千円） 科 目

期 末 残
高

（千円）

主 要 株 主 三 菱 商 事
株 式 会 社 直接 16.71％

被所有
　

当社への役員の派遣
同社従業員の被出向

事務協力費用
（注１） 30,986 － －

自己株式の取得
（注２） 3,499,980 － －

種 類 会 社 等 の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容

（ 注 ）
取 引 金 額
（千円） 科 目

期 末 残
高

（千円）

関 連 会 社 株 式 会 社 ジ
ィ ・ シ ィ 企 画 直接 24.74％

所有
　

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付 500,000

１年内回
収予定の
長期貸付

金
97,680

長期貸付
金 322,383

利息の受取 7,658 その他の
流動資産 706

（１）　１株当たり純資産額 226円05銭
（２）　１株当たり当期純利益 0円82銭

７．関連当事者との取引に関する注記
（１）親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社への役員の派遣及び被出向に基づく事務協力費の支払いに関しては、派遣元及び出向元の規定等

に基づき算定を行い、双方協議の上、決定しております。
２．自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）により取得してお

り、取引価格は取引前日の終値によるものであります。

（２）子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付については、金銭消費貸借契約に係るものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定し

ております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報につきましては、連結計算書類「１．重要な
会計方針に係る事項に関する注記④収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため記載を省略
しております。

９．１株当たり情報に関する注記
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